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 １０月１９日開催の第６回口頭弁論で、渡辺助役に対する尋問が行われました。今回

もおそまつな迷証言が続きました。         証人尋問の報告≪第七弾≫ 

 
復帰教育は「技量確認」のため?!  

 

「たしかそういうことがあったかも…」!? 

 

渡辺助役の迷証言はまだまだ続きます。乞うご期待！！ 

 

成田 : 新幹線鉄道事業本部の車両関係社員には、復帰教育というものがありますね。 

渡辺 : はい、あります。 

成田 : これはどういうものでしょうか。 

渡辺 : その事象によって考慮して、教育をするというものです。 

成田 : その事象と言いますと。 

渡辺 : 例えばＶＣＢの誤投入とか、ヒューマンエラーとか、そういう技量、技能を確認

するためにそういうことを行います。確認したいときにはそういう教育を。 

成田 : 要するに、責任事故だとか重大なヒューマンエラーを発生させた人たちが、復帰

教育に入れられると言うことですね。 

渡辺 : いえ、そんな事はありません。事象の軽重はありません。技量を確認するという

必要が生じた場合には、そういうふうにすることもあると聞いていますが、あ

るということです。           （証人調書より） 

成田 : あなたは助役さんでして、社内の掲示は知ってますね。会社が掲示物を出すのは

知っていますね。 

渡辺 : はい。 

成田 : その中に、復帰教育があるということを掲示したという記憶はありませんか。 

渡辺 : たしか大分前にあったと思います。 

成田 : 重大作業ポイント集を失念して事故を起こしたりという事象があった場合には、

復帰教育に入るということなんですけれども、これは御存じないですか、思い出

しましたか。 

渡辺 : たしかそういうようなことがあったかも・ ・・あったと思います。  

 （証人調書より） 

 

 


